
 

 

（報告事項） 

 

市立特別支援学校の設置に係る取組状況について 

 

１ 趣旨 

  市立特別支援学校（以下「支援学校」という。）の設置に関する検討状況及び支援

学校の諸要件等について報告するものです。 

 

２ 経過 

７． ７．２４  令和７年度第４回定例教育委員会で、支援学校の設置方針及 

び設置場所を決定 

   ８．１９  経済文教委員協議会で、設置方針及び設置場所を報告 

１０． ７  第３回松本市立特別支援学校設立準備委員会を開催し、一体 

的な運営実現に向けた課題等を協議 

１１． ５  教育委員会職員及び源池小学校教員が、須坂市立須坂支援学 

      校及び須坂小学校を視察 

    １２．２５  令和７年度第９回定例教育委員会で、支援学校の就学対象者 

について決定 

 

３ 支援学校の諸要件 

 ⑴ 学部定員 

   小学部３６名、中学部１８名 

⑵ 就学対象者 

児童生徒の保護者から就学の希望があった者のうち、以下の条件に基づき、松

本市教育委員会が就学を承諾した者を就学対象者とします。 

  ア 障害の程度 

学校教育法施行令第２２条の３に規定する知的障害者に該当する児童生徒 

  イ 居住地域 

    松本市内に住所を有する者 

  ウ 定員 

    原則各学年６名 

エ 対象年次 

    令和８年度以降に学齢となる児童（令和１１年４月開校時に、小学部４年生

として転入予定） 

オ その他 

    小学校児童及び中学校生徒との日常的な交流並びに小中学校併置の環境で

の教育活動について、本人及び保護者に理解いただくこととします。 
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⑶ 定員を超えた就学希望があった場合の調整 

県立特別支援学校が本市の南部地域に偏在していることを考慮し、本市の北部

地域に住所を有する児童生徒から優先的に受け入れることとします。なお、北部

地域とは、次の小学校区及び地域とします。     

小学校区 

及び地域 

源池小、開智小、旭町小、清水小、岡田小、山辺小、本郷小、

四賀小、筑摩小学校区の薄川右岸地域、田川小学校区のＪＲ

篠ノ井線東側地域、鎌田小学校区の薄川右岸地域のうちＪＲ

篠ノ井線東側地域 

 ⑷ 通学方法 

保護者による送迎に加え、北部地域でワンボックス型の乗用車によるスクール 

バスの運行を検討します。 

 

４ 寿台支援学校分教室の設置 

  １学年及び２学年で編成される寿台支援学校分教室を、令和９年４月に源池小学

校内に設置する方向で、長野県教育委員会及び寿台養護学校と調整を進めています。 

  なお、長野県特別支援学校設置条例の改正により、令和８年４月に寿台養護学校

は寿台支援学校に改称されます。 

 

５ 今後の進め方 

⑴ 支援学校の設置に向けた取組状況について、保護者や市民を対象とした説明会

を令和８年２月１４日（土）に開催します。 

⑵ 寿台支援学校分教室の設置については、概要が分かり次第報告します。 

 


